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福
井
県
告
示
第
２
０
５
号

　
福

井
県

議
会

の
議

員
そ

の
他

非
常

勤
の

職
員

の
公

務
災

害
補

償
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
４

２
年

福
井

県
条

例
第

３
３

号
）

第
５

条
の

２
第

２
項

お
よ

び
第

５
条

の
３

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
補

償
基

礎
額

の
最

低
限

度
額

お
よ

び
最

高
限

度
額

を
次

の
よ

う
に

定
め

、
令

和
２

年
４

月
１

日
（

以
下

「
適

用
日

」
と

い
う

。
）

以
後

の
期

間
に

係
る

年
金

た
る

補
償

に
係

る
補

償
基

礎
額

お
よ

び
適

用
日

以
後

に
支

給
す

べ
き

事
由

が
生

じ
た

休
業

補
償

に
係

る
補

償
基

礎
額

に
つ

い
て

適
用

し
、

適
用

日
前

の
期

間
に

係
る

年
金

た
る

補
償

に
係

る
補

償
基

礎
額

お
よ

び
適

用
日

前
に

支
給

す
べ

き
事

由
が

生
じ

た
休

業
補

償
に

係
る

補
償

基
礎

額
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。

　
　

令
和

２
年
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月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

年
　

 齢
　

 階
　

 層
最

 低
 限

 度
 額

最
 高

 限
 度

 額

２
０

歳
未

満
　

　
　

　
　

　
４

，
９

８
１

円
１

３
，

３
４

２
円

２
０

歳
以

上
　

２
５

歳
未

満
５

，
５

４
３

円
１

３
，

３
４

２
円

２
５

歳
以

上
　

３
０

歳
未

満
６

，
０

５
１

円
１

４
，

１
５

７
円

３
０

歳
以

上
　

３
５

歳
未

満
６

，
４

７
５

円
１

７
，

１
０

４
円

３
５

歳
以

上
　

４
０

歳
未

満
６

，
７

８
３

円
１

９
，

３
２

０
円

４
０

歳
以

上
　

４
５

歳
未

満
７

，
０

３
１

円
２

１
，

２
３

５
円

４
５

歳
以

上
　

５
０

歳
未

満
７

，
０

８
６

円
２

３
，

２
６

６
円

５
０

歳
以

上
　

５
５

歳
未

満
６

，
９

９
５

円
２

５
，

５
０

３
円

５
５

歳
以

上
　

６
０

歳
未

満
６

，
５

４
３

円
２

５
，

５
１

５
円

６
０

歳
以

上
　

６
５

歳
未

満
５

，
３

１
５

円
２

０
，

５
１

１
円

６
５

歳
以

上
　

７
０

歳
未

満
３

，
９

７
０

円
１

４
，

９
８

０
円

７
０

歳
以

上
　

　
　

　
　

　
３

，
９

７
０

円
１

３
，

３
４

２
円

　
　

福
井
県
告
示
第
２
０
６
号

　
家

畜
伝

染
病

予
防

法
の

規
定

に
基

づ
く

家
畜

防
疫

員
に

よ
る

予
防

注
射

の
実

施
（

令
和

２
年

福
井

県
告

示
第

１
５

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

し
、

令
和

２
年

５
月

２
９

日
か

ら
適

用
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
２

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

２
　

実
施

す
る

区
域

　
　

県
内

全
域

　
　

福
井
県
告
示
第
２
０
７
号
告

　

示
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土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
８

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
県

営
土

地
改

良
事

業
（

南
越

前
東

部
地

区
　

農
業

用
用

排
水

施
設

（
中

山
間

地
域

総
合

整
備

）
事

業
）

計
画

を
変

更
し

た
の

で
、

同
条

第
６

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

８
７

条
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

し
、

関
係

書
類

を
次

の
と

お
り

縦
覧

に
供

す
る

。

　
な

お
、

こ
の

変
更

計
画

に
つ

い
て

は
、

同
法

第
８

８
条

第
６

項
で

準
用

す
る

同
法

第
８

７
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
縦

覧
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
以

内
に

福
井

県
知

事
に

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
ま

た
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
行

政
事

件
訴

訟
法

（
昭

和
３

７
年

法
律

第
１

３
９

号
）

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
こ

の
計

画
が

定
め

ら
れ

た
こ

と
（

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
）

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
福

井
県

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
福

井
県

を
代

表
す

る
者

は
福

井
県

知
事

と
な

る
。

）
、

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

法
第

１
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

こ
の

計
画

が
定

め
ら

れ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
原

則
と

し
て

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

縦
覧

に
供

す
る

書
類

　
　

変
更

後
の

土
地

改
良

事
業

計
画

書
の

写
し

２
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日
か

ら
令

和
２

年
６

月
１

６
日

ま
で

３
　

縦
覧

に
供

す
る

場
所

　
　

南
越

前
町

農
林

水
産

課

　
　

福
井
県
告
示
第
２
０
８
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

土
地

改
良

区
の

名
称

認
可

年
月

日

鷹
巣

土
地

改
良

区
令

和
２

年
５

月
１

日

　
　

福
井
県
告
示
第
２
０
９
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

土
地

改
良

区
の

名
称

認
可

年
月

日

加
戸

排
水

土
地

改
良

区
令

和
２

年
５

月
８

日

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
０
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

土
地

改
良

区
の

名
称

認
可

年
月

日

福
井

織
田

土
地

改
良

区
令

和
２

年
４

月
２

３
日

日
野

川
用

水
土

地
改

良
区

令
和

２
年

４
月

２
７

日

松
ヶ

鼻
土

地
改

良
区

令
和

２
年

４
月

２
７

日

福
井

宮
崎

土
地

改
良

区
令

和
２

年
４

月
２

７
日

四
ヶ

浦
小

樟
土

地
改

良
区

令
和

２
年

４
月

２
７

日

南
条

土
地

改
良

区
令

和
２

年
４

月
２

７
日

今
庄

土
地

改
良

区
令

和
２

年
５

月
７

日

福
井

朝
日

土
地

改
良

区
令

和
２

年
５

月
７

日

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
１
号

　
建

築
基

準
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
２

０
１

号
）

第
４

２
条

第
１

項
第

５
号

に
規

定
す

る
道

路
の

位
置

を
指

定
し

た
の

で
、

建
築

基
準

法
施

行
規

則
（

昭
和

２
５

年
建

設
省

令
第

４
０

号
）

第
１

０
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
丹

南
土

木
事

務
所

長
　

田
中

　
秀

樹

１
　

申
請

者
の

住
所

な
ら

び
に

名
称

お
よ

び
代

表
者

の
氏

名

　
　

越
前

市
村

国
１

丁
目

５
番

１
２

号

　
　

協
立

株
式

会
社

　
　

代
表

取
締

役
　

松
原

　
正

明

２
　

道
路

位
置

の
指

定
表

示

道
路

の
指

定
を

受
け

た
位

置
幅

　
員

（
単

位
：

メ
ー

ト
ル

）

延
　

長

（
単

位
：

メ
ー

ト
ル

）

鯖
江

市
下

河
端

町
４

８
番

の
一

部
、

６
０

３
番

１
１

６
．

０
７

４
．

２
１
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公

　

告

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
随

意
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

）
第

１
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

随
意

契
約

に
係

る
特

定
役

務
の

名
称

お
よ

び
数

量

　
　

「
朝

だ
よ

！
ハ

ピ
ネ

ス
ふ

く
い

」
制

作
・

放
送

委
託

　
一

式

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
総

務
部

知
事

公
室

広
報

広
聴

課

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

３
　

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

　
　

令
和

２
年

３
月

３
０

日

４
　

随
意

契
約

の
相

手
方

の
名

称
お

よ
び

住
所

　
　

福
井

放
送

株
式

会
社

　
　

福
井

県
福

井
市

大
和

田
２

丁
目

５
１

０

５
　

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額

　
　

５
０

，
５

８
２

，
１

８
０

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

随
意

契
約

７
　

随
意

契
約

に
よ

る
こ

と
と

し
た

理
由

　
 　

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
に

該
当

す
る

た
め

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
随

意
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

）
第

１
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

随
意

契
約

に
係

る
特

定
役

務
の

名
称

お
よ

び
数

量

　
　

福
井

県
広

報
誌

制
作

・
配

布
業

務
委

託
　

一
式

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
総

務
部

知
事

公
室

広
報

広
聴

課

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

３
　

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

　
　

令
和

２
年

３
月

３
０

日

４
　

随
意

契
約

の
相

手
方

の
名

称
お

よ
び

住
所

　
　

株
式

会
社

福
井

新
聞

Ｐ
Ｒ

セ
ン

タ
ー

　
　

福
井

県
福

井
市

春
山

１
丁

目
１

番
１

４
号

５
　

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額

　
　

７
９

，
０

９
０

，
０

０
０

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

随
意

契
約

７
　

随
意

契
約

に
よ

る
こ

と
と

し
た

理
由

　
 　

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
に

該
当

す
る

た
め

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
等

に
つ

い
て

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

）
第

１
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

落
札

に
係

る
調

達
物

品
の

名
称

お
よ

び
調

達
予

定
数

量

　
　

Ａ
重

油
（

Ｊ
Ｉ

Ｓ
規

格
重

油
１

種
１

号
）

　
　

３
１

０
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
産

業
労

働
部

公
営

企
業

課

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

令
和

２
年

３
月

２
５

日

４
　

落
札

者
の

氏
名

お
よ

び
住

所

　
　

竹
中

産
業

株
式

会
社

福
井

営
業

所

　
　

福
井

市
花

堂
南

１
丁

目
１

１
－

２
５

５
　

落
札

金
額

（
税

抜
）

　
　

１
リ

ッ
ト

ル
当

た
り

５
０

．
９

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札

７
　

一
般

競
争

入
札

の
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

令
和

２
年

２
月

７
日

　
　

　
福

井
宮

崎
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
２

年
３

月
３

１
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同
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条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

川
嶋

　
　

巧
　

丹
生

郡
越

前
町

古
屋

36-52

　
〃

　
　

上
野

　
邦

夫
　

丹
生

郡
越

前
町

小
曽

原
7-46

　
〃

　
　

木
原

　
俊

之
　

丹
生

郡
越

前
町

小
曽

原
35-5

　
〃

　
　

籔
内

市
左

ヱ
門

　
丹

生
郡

越
前

町
小

曽
原

83-34

　
〃

　
　

山
内

喜
久

治
　

丹
生

郡
越

前
町

江
波

20-11

　
〃

　
　

木
下

　
活

次
　

丹
生

郡
越

前
町

江
波

45-80

　
〃

　
　

小
辻

　
清

孝
　

丹
生

郡
越

前
町

江
波

68-57

　
〃

　
　

岩
原

　
正

吉
　

丹
生

郡
越

前
町

広
野

16-7

　
〃

　
　

武
藤

　
吉

明
　

丹
生

郡
越

前
町

樫
津

6-3

　
〃

　
　

清
水

　
文

雄
　

丹
生

郡
越

前
町

舟
場

3-13

　
〃

　
　

河
合

　
敏

明
　

丹
生

郡
越

前
町

八
田

50-6-2

　
〃

　
　

齋
藤

　
壽

英
　

丹
生

郡
越

前
町

八
田

33-27

　
〃

　
　

山
田

　
辰

雄
　

丹
生

郡
越

前
町

円
満

16-28

　
〃

　
　

青
山

　
博

志
　

丹
生

郡
越

前
町

宇
須

尾
9-9

　
〃

　
　

山
本

　
政

二
　

丹
生

郡
越

前
町

寺
14-22

監
　

事
　

木
原

　
正

美
　

丹
生

郡
越

前
町

小
曽

原
84-11

　
〃

　
　

上
野

　
哲

夫
　

丹
生

郡
越

前
町

江
波

65-2

　
〃

　
　

近
藤

　
清

隆
　

丹
生

郡
越

前
町

樫
津

45-17

　
〃

　
　

土
谷

　
定

則
　

丹
生

郡
越

前
町

蝉
口

4-9

　
　

　
武

生
吉

野
瀬

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

２
年

３
月

３
１

日
に

役
員

を
退

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

竹
内

　
泰

一
　

越
前

市
家

久
町

71-31

　
〃

　
　

増
田

太
左

衛
門

　
越

前
市

家
久

町
74-16

　
〃

　
　

松
尾

　
浩

二
　

越
前

市
家

久
町

51-16

　
〃

　
　

竹
村

　
隆

士
　

越
前

市
家

久
町

13-20

　
〃

　
　

黒
田

　
　

巧
　

鯖
江

市
下

司
町

8-4

　
〃

　
　

石
田

　
勝

治
　

越
前

市
芝

原
5-8-12

　
〃

　
　

高
田

　
　

悟
　

越
前

市
芝

原
5-19-5

　
〃

　
　

河
野

小
市

郎
　

越
前

市
本

保
町

10-19

　
〃

　
　

河
野

　
一

弘
　

越
前

市
本

保
町

18-13

　
〃

　
　

手
賀

　
政

之
　

鯖
江

市
上

氏
家

町
10-15-1

　
〃

　
　

水
野

　
辰

美
　

鯖
江

市
上

氏
家

町
14-3-6

　
〃

　
　

西
野

　
則

明
　

鯖
江

市
下

氏
家

町
14-26

　
〃

　
　

松
村

　
安

雄
　

鯖
江

市
下

氏
家

町
5-16

監
　

事
　

長
谷

川
　

清
　

越
前

市
家

久
町

71-27

　
〃

　
　

高
田

　
泰

孝
　

越
前

市
芝

原
5-19-7

　
〃

　
　

手
鹿

　
廣

一
　

鯖
江

市
下

氏
家

町
16-22

　
　

　
福

井
宮

崎
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
２

年
４

月
１

日
に

役
員

に
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

北
野

　
壽

一
　

丹
生

郡
越

前
町

熊
谷

41-11

　
〃

　
　

上
野

　
邦

夫
　

丹
生

郡
越

前
町

小
曽

原
7-46

　
〃

　
　

山
内

　
愼

治
　

丹
生

郡
越

前
町

小
曽

原
26-7

　
〃

　
　

籔
内

市
左

ヱ
門

　
丹

生
郡

越
前

町
小

曽
原

83-34

　
〃

　
　

山
内

喜
久

治
　

丹
生

郡
越

前
町

江
波

20-11

　
〃

　
　

木
下

　
活

次
　

丹
生

郡
越

前
町

江
波

45-80

　
〃

　
　

辻
　

喜
一

朗
　

丹
生

郡
越

前
町

江
波

69-77

　
〃

　
　

岩
原

　
正

吉
　

丹
生

郡
越

前
町

広
野

16-7

　
〃

　
　

武
藤

　
吉

明
　

丹
生

郡
越

前
町

樫
津

6-3

　
〃

　
　

増
田

　
　

勇
　

丹
生

郡
越

前
町

八
田

新
保

7-8

　
〃

　
　

江
川

　
久

平
　

丹
生

郡
越

前
町

八
田

50-40

　
〃

　
　

河
合

　
敏

明
　

丹
生

郡
越

前
町

八
田

50-6-2

　
〃

　
　

黒
田

　
市

村
　

丹
生

郡
越

前
町

上
野

6-甲
12

　
〃

　
　

佐
藤

　
賢

一
　

丹
生

郡
越

前
町

陶
の

谷
65-17

　
〃

　
　

土
谷

　
定

則
　

丹
生

郡
越

前
町

蝉
口

4-9

監
　

事
　

木
村

　
幹

雄
　

丹
生

郡
越

前
町

古
屋

12-3

　
〃

　
　

上
野

　
哲

夫
　

丹
生

郡
越

前
町

江
波

65-2

　
〃

　
　

近
藤

　
清

隆
　

丹
生

郡
越

前
町

樫
津

45-17

　
〃

　
　

青
山

　
博

志
　

丹
生

郡
越

前
町

宇
須

尾
9-9

　
　

　
武

生
吉

野
瀬

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７
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項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

２
年

４
月

１
日

に
役

員
に

就
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

竹
内

　
泰

一
　

越
前

市
家

久
町

71-31

　
〃

　
　

増
田

太
左

衛
門

　
越

前
市

家
久

町
74-16

　
〃

　
　

松
尾

　
浩

二
　

越
前

市
家

久
町

51-16

　
〃

　
　

水
野

　
金

治
　

越
前

市
家

久
町

71-4

　
〃

　
　

黒
田

　
　

巧
　

鯖
江

市
下

司
町

8-4

　
〃

　
　

石
田

　
勝

治
　

越
前

市
芝

原
5-8-12

　
〃

　
　

河
野

小
市

郎
　

越
前

市
本

保
町

10-19

　
〃

　
　

伊
藤

　
辰

夫
　

越
前

市
本

保
町

18-7-1

　
〃

　
　

片
岡

　
正

一
　

鯖
江

市
上

氏
家

町
21-2

　
〃

　
　

水
野

　
辰

美
　

鯖
江

市
上

氏
家

町
12-10

　
〃

　
　

西
野

　
則

明
　

鯖
江

市
下

氏
家

町
14-26

　
〃

　
　

松
村

　
安

雄
　

鯖
江

市
下

氏
家

町
5-16

監
　

事
　

高
田

　
　

悟
　

越
前

市
芝

原
5-19-5

　
〃

　
　

河
野

　
一

弘
　

越
前

市
本

保
町

18-13

　
〃

　
　

安
逹

　
明

裕
　

越
前

市
家

久
町

2-23

　
　

　
白

山
安

養
寺

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

２
年

４
月

１
日

に
役

員
に

就
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

監
　

事
　

坂
下

　
在

良
　

越
前

市
安

養
寺

町
105-13

　
　

　
瓜

生
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
２

年
３

月
３

１
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

宮
本

　
洋

一
　

若
狭

町
末

野
37-21

　
〃

　
　

下
嶋

　
　

博
　

若
狭

町
末

野
18-31

　
〃

　
　

岡
本

　
忠

司
　

若
狭

町
安

賀
里

48-7

　
〃

　
　

橋
本

　
政

則
　

若
狭

町
安

賀
里

49-19

　
〃

　
　

樋
口

治
華

次
　

若
狭

町
下

タ
中

48-10-1

　
〃

　
　

北
原

　
　

淳
　

若
狭

町
下

タ
中

17-17-1

　
〃

　
　

大
田

　
正

福
　

若
狭

町
有

田
10-1

　
〃

　
　

大
田

　
正

嗣
　

若
狭

町
有

田
12-29

　
〃

　
　

岸
本

　
清

文
　

若
狭

町
下

吉
田

17-19-1

　
〃

　
　

中
塚

　
文

和
　

若
狭

町
下

吉
田

14-19-2

　
〃

　
　

中
村

　
健

悦
　

若
狭

町
上

吉
田

10-3

　
〃

　
　

北
野

美
喜

雄
　

若
狭

町
上

吉
田

6-3-5

　
〃

　
　

中
塚

　
　

忍
　

若
狭

町
脇

袋
22-14

　
〃

　
　

中
塚

　
正

義
　

若
狭

町
脇

袋
23-14

　
〃

　
　

森
　

　
　

司
　

若
狭

町
瓜

生
71-9-5

　
〃

　
　

水
江

　
二

郎
　

若
狭

町
瓜

生
51-9

　
〃

　
　

荻
野

　
嘉

政
　

若
狭

町
関

60-7

　
〃

　
　

荻
野

　
　

隆
　

若
狭

町
関

50-8

　
〃

　
　

宇
野

　
　

茂
　

若
狭

町
山

内
41-15

　
〃

　
　

西
川

　
　

均
　

若
狭

町
三

宅
73-16

監
　

事
　

北
原

　
幹

三
　

若
狭

町
下

タ
中

30-10-3

　
〃

　
　

坪
内

　
義

和
　

若
狭

町
上

吉
田

11-20

　
〃

　
　

三
井

　
義

明
　

若
狭

町
脇

袋
18-40

　
　

　
若

狭
鳥

羽
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
２

年
３

月
３

１
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

霜
中

　
　

章
　

若
狭

町
大

鳥
羽

12-18

　
〃

　
　

澤
本

　
正

和
　

若
狭

町
上

黒
田

18-11-1

　
〃

　
　

山
﨑

　
武

士
　

若
狭

町
上

黒
田

11-10-3

　
〃

　
　

三
宅

　
和

博
　

若
狭

町
麻

生
野

37-19-8

　
〃

　
　

三
宅

　
嘉

治
　

若
狭

町
麻

生
野

28-18

　
〃

　
　

竹
内

　
博

務
　

若
狭

町
海

士
坂

17-24

　
〃

　
　

平
内

　
　

勤
　

若
狭

町
三

生
野

33-8

　
〃

　
　

重
長

　
稔

幸
　

若
狭

町
三

生
野

17-15

　
〃

　
　

宮
田

　
幸

一
　

若
狭

町
無

悪
47-9
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〃

　
　

竹
内

　
一

善
　

若
狭

町
無

悪
46-15

　
〃

　
　

田
邊

　
守

治
　

若
狭

町
三

田
30-22

　
〃

　
　

谷
江

　
耕

一
　

若
狭

町
三

田
30-30

　
〃

　
　

田
邉

　
一

馬
　

若
狭

町
小

原
29-15

　
〃

　
　

島
津

　
静

夫
　

若
狭

町
小

原
17-17

　
〃

　
　

若
新

　
一

雄
　

若
狭

町
南

9-17

　
〃

　
　

東
　

　
和

美
　

若
狭

町
南

10-27

　
〃

　
　

宇
野

　
幸

一
　

若
狭

町
山

内
34-14

　
〃

　
　

中
畑

　
正

伸
　

若
狭

町
山

内
42-29

　
〃

　
　

竹
内

　
耕

一
　

若
狭

町
持

田
20-17

　
〃

　
　

竹
内

　
収

平
　

若
狭

町
持

田
15-7-1

　
〃

　
　

山
本

　
保

幸
　

若
狭

町
長

江
11-3

監
　

事
　

霜
中

　
茂

実
　

若
狭

町
大

鳥
羽

6-20-1

　
〃

　
　

竹
内

小
太

衛
　

若
狭

町
海

土
坂

12-12

　
〃

　
　

清
水

　
俊

博
　

若
狭

町
長

江
15-41

　
　

　
瓜

生
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
２

年
４

月
１

日
に

役
員

に
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

田
邉

　
長

一
　

若
狭

町
末

野
39-3

　
〃

　
　

下
嶋

　
幸

夫
　

若
狭

町
末

野
17-17

　
〃

　
　

橋
本

　
政

則
　

若
狭

町
安

賀
里

49-19

　
〃

　
　

橋
本

　
治

夫
　

若
狭

町
安

賀
里

49-13

　
〃

　
　

井
上

　
正

人
　

若
狭

町
下

タ
中

32-15

　
〃

　
　

北
原

　
　

淳
　

若
狭

町
下

タ
中

17-17-1

　
〃

　
　

大
田

　
正

嗣
　

若
狭

町
有

田
12-29

　
〃

　
　

野
瀬

　
秀

之
　

若
狭

町
有

田
4-21

　
〃

　
　

中
塚

　
文

和
　

若
狭

町
下

吉
田

14-19-2

　
〃

　
　

中
村

　
　

潔
　

若
狭

町
下

吉
田

15-2-2

　
〃

　
　

北
野

美
喜

雄
　

若
狭

町
上

吉
田

6-3-5

　
〃

　
　

坪
内

　
明

彦
　

若
狭

町
上

吉
田

6-5

　
〃

　
　

中
塚

　
　

忍
　

若
狭

町
脇

袋
22-14

　
〃

　
　

中
塚

　
正

義
　

若
狭

町
脇

袋
23-14

　
〃

　
　

森
　

　
　

司
　

若
狭

町
瓜

生
71-9-5

　
〃

　
　

水
江

　
二

郎
　

若
狭

町
瓜

生
51-9

　
〃

　
　

荻
野

　
嘉

政
　

若
狭

町
関

60-7

　
〃

　
　

荻
野

　
　

隆
　

若
狭

町
関

50-8

　
〃

　
　

宇
野

　
　

茂
　

若
狭

町
山

内
41-15

　
〃

　
　

西
川

　
　

均
　

若
狭

町
三

宅
73-16

監
　

事
　

井
関

　
平

信
　

若
狭

町
安

賀
里

49-33-1

　
〃

　
　

岡
本

　
一

郎
　

若
狭

町
有

田
11-18

　
〃

　
　

竹
口

　
文

興
　

若
狭

町
瓜

生
62-2

　
　

　
若

狭
鳥

羽
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
２

年
４

月
１

日
に

役
員

に
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

宇
田

　
治

樹
　

若
狭

町
大

鳥
羽

4-14

　
〃

　
　

森
下

　
精

彦
　

若
狭

町
大

鳥
羽

32-11

　
〃

　
　

山
﨑

　
　

正
　

若
狭

町
上

黒
田

9-8

　
〃

　
　

三
宅

　
和

博
　

若
狭

町
麻

生
野

37-19-8

　
〃

　
　

竹
内

　
博

務
　

若
狭

町
海

士
坂

17-24

　
〃

　
　

保
志

　
公

平
　

若
狭

町
海

士
坂

10-17-2

　
〃

　
　

畑
中

　
泰

信
　

若
狭

町
三

生
野

28-17

　
〃

　
　

重
長

　
稔

幸
　

若
狭

町
三

生
野

17-15

　
〃

　
　

宮
田

　
幸

一
　

若
狭

町
無

悪
47-9

　
〃

　
　

竹
内

　
一

善
　

若
狭

町
無

悪
46-15

　
〃

　
　

深
水

　
治

夫
　

若
狭

町
三

田
4-6

　
〃

　
　

谷
江

　
耕

一
　

若
狭

町
三

田
30-30

　
〃

　
　

島
津

　
秀

樹
　

若
狭

町
小

原
18-17

　
〃

　
　

田
邊

　
秀

昭
　

若
狭

町
小

原
24-3

　
〃

　
　

東
　

　
繁

樹
　

若
狭

町
南

10-4

　
〃

　
　

畠
中

　
義

彦
　

若
狭

町
南

9-3-6

　
〃

　
　

中
畑

　
正

伸
　

若
狭

町
山

内
42-29

　
〃

　
　

飛
永

　
吉

昭
　

若
狭

町
山

内
47-6

　
〃

　
　

竹
内

傳
太

夫
　

若
狭

町
持

田
19-12

　
〃

　
　

山
本

　
保

幸
　

若
狭

町
長

江
11-3

　
〃

　
　

清
水

　
俊

博
　

若
狭

町
長

江
15-41

監
　

事
　

澤
本

　
正

和
　

若
狭

町
上

黒
田

18-11-1
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〃

　
　

三
宅

　
宗

左
　

若
狭

町
麻

生
野

33-2

　
〃

　
　

竹
内

　
耕

一
　

若
狭

町
持

田
20-17

　
　

　
都

市
計

画
法

（
昭

和
４

３
年

法
律

第
１

０
０

号
）

第
２

１
条

第
２

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
２

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

越
前

市
長

か
ら

都
市

計
画

の
変

更
に

係
る

図
書

の
写

し
の

送
付

を
受

け
た

の
で

、
同

法
第

２
１

条
第

２
項

の
規

定
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

２
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

衆
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

都
市

計
画

の
種

類
お

よ
び

名
称

　
⑴

　
種

類

　
　

　
地

域
地

区
（

用
途

地
域

）

　
⑵

　
名

称

　
　

　
丹

南
都

市
計

画
用

途
地

域

２
　

縦
覧

場
所

　
　

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

番
１

号

　
　

福
井

県
土

木
部

都
市

計
画

課

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
を

実
施

す
る

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

）
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
調

達
を

す
る

物
品

（
以

下
「

調
達

物
品

」
と

い
う

。
）

の
名

称
お

よ
び

数
量

　
　

　
福

井
県

警
察

本
部

入
退

庁
等

管
理

シ
ス

テ
ム

賃
貸

借
契

約
　

　
一

式

　
⑵

　
調

達
物

品
の

仕
様

等

　
　

　
入

札
説

明
書

お
よ

び
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
。

　
⑶

　
履

行
場

所

　
　

　
福

井
県

警
察

本
部

　
⑷

　
機

器
等

納
入

期
限

　
　

　
令

和
２

年
９

月
３

０
日

（
各

種
設

定
作

業
を

含
む

。
）

　
⑸

　
賃

貸
借

期
間

　
　

　
令

和
２

年
１

０
月

１
日

か
ら

令
和

９
年

９
月

３
０

日
ま

で
（

長
期

継
続

契
約

）

　
　

 　
た

だ
し

、
福

井
県

に
お

い
て

契
約

締
結

年
度

の
翌

年
度

以
降

の
歳

入
歳

出
予

算
の

当
該

金
額

に
つ

い
て

、
減

額
ま

た
は

削
減

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
こ

の
契

約
を

解
除

す
る

。

２
　

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

（
以

下
「

入
札

参
加

資
格

」
と

い
う

。
）

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

特
定

調
達

契
約

（
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

る
競

争
入

札
参

加
資

格
（

以
下

「
資

格
」

と
い

う

。
）

に
つ

い
て

別
に

知
事

が
行

う
審

査
に

よ
り

認
定

を
受

け
た

者
（

こ
の

公
告

の
日

か
ら

開
札

ま
で

に

資
格

の
審

査
申

請
を

行
い

、
こ

の
入

札
に

係
る

特
定

調
達

契
約

の
締

結
の

日
ま

で
に

資
格

の
認

定
を

受

け
た

者
を

含
む

。
）

で
、

次
に

掲
げ

る
条

件
を

す
べ

て
満

た
す

も
の

と
す

る
。

　
⑴

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。

　
⑵

　
入

札
の

日
に

お
い

て
現

に
福

井
県

の
指

名
停

止
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

　
⑶

 　
こ

の
入

札
に

係
る

調
達

物
品

を
納

入
す

る
技

術
的

能
力

お
よ

び
体

制
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑷

 　
こ

の
入

札
に

係
る

調
達

物
品

に
関

す
る

点
検

、
修

理
等

に
つ

い
て

、
そ

の
サ

ー
ビ

ス
お

よ
び

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

に
係

る
体

制
が

十
分

に
整

い
、

迅
速

か
つ

円
滑

に
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

認
め

ら
れ

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑸

　
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
　

ア
 　

役
員

等
（

個
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
者

を
、

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
役

員
ま

た
は

そ
の

支
店

も
し

く
は

常
時

契
約

を
締

結
す

る
事

務
所

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
暴

力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
７

７
号

。

以
下

「
暴

力
団

対
策

法
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
で

あ
る

者

　
　

イ
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
対

策
法

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

ま
た

は
暴

力
団

員
が

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

る
者

　
　

ウ
 　

役
員

等
が

自
己

、
自

社
も

し
く

は
第

三
者

の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
ま

た
は

第
三

者
に

損
害

を
加

え
る

目
的

を
も

っ
て

、
暴

力
団

ま
た

は
暴

力
団

員
の

利
用

等
を

し
て

い
る

者

　
　

エ
 　

役
員

等
が

暴
力

団
も

し
く

は
暴

力
団

員
に

対
し

て
資

金
等

を
供

給
し

、
ま

た
は

便
宜

を
供

与
す

る
な

ど
直

接
的

も
し

く
は

積
極

的
に

暴
力

団
の

維
持

運
営

に
協

力
し

、
ま

た
は

関
与

し
て

い
る

者

　
　

オ
　

役
員

等
が

暴
力

団
ま

た
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

し
て

い
る

者

３
　

電
子

入
札

の
実

施

　
 　

入
札

に
係

る
入

札
参

加
資

格
の

確
認

申
請

お
よ

び
入

札
書

の
提

出
は

、
契

約
担

当
課

等
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
入

札
に

参
加

す
る

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

を
電

気
通

信
回

線
で

接
続

し
た

電

子
情

報
処

理
組

織
（

以
下

「
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
」

と
い

う
。

）
を

使
用

し
て

行
う

。

　
 　

な
お

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
入

札
参

加
資

格
の

確
認

申
請

ま
た

は
入

札
書

の
提

出
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
者

は
、

入
札

手
続

に
支

障
が

な
い

場
合

に
限

り
、

契

約
担

当
者

（
契

約
担

当
課

等
に

お
い

て
契

約
の

事
務

に
従

事
す

る
者

）
の

承
認

を
得

て
、

紙
に

よ
る

入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

ま
た

は
入

札
書

の
提

出
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

　
 　

そ
の

他
、

電
子

入
札

に
つ

い
て

は
、

「
福

井
県

物
品

等
電

子
入

札
運

用
基

準
」

、
「

同
要

領
」

、
「

電
子

入
札

に
関

す
る

取
り

扱
い

」
に

よ
る

。

４
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付
等

に
関

す
る

事
項
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⑴

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

、
契

約
条

項
を

示
す

場
所

、
契

約
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
名

称
お

よ
び

所
在

地
な

ら
び

に
こ

の
入

札
に

関
す

る
問

い
合

わ
せ

先

　
　

　
〒

９
１

０
－

８
５

１
５

　
　

　
福

井
県

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

番
１

号

　
　

　
福

井
県

警
察

本
部

警
務

部
会

計
課

施
設

係

　
　

　
電

話
　

０
７

７
６

－
２

２
－

２
８

８
０

（
内

線
２

２
３

１
）

　
⑵

　
入

札
説

明
書

の
交

付
期

間

　
　

 　
令

和
２

年
５

月
１

９
日

（
火

）
か

ら
令

和
２

年
６

月
１

９
日

（
金

）
の

午
前

８
時

３
０

分
か

ら
午

後
５

時
ま

で
（

土
曜

日
お

よ
び

日
曜

日
を

除
く

。
）

　
⑶

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

は
上

記
の

場
所

、
期

間
に

行
う

の
で

、
事

前
連

絡
の

う
え

身
分

証
明

書
お

よ
び

印
鑑

を
持

参
し

取
り

に
来

る
こ

と
。

な
お

、
交

付
を

受
け

た
入

札
説

明
書

等
は

、
用

件
終

了
後

に
速

や
か

に
返

却
す

る
こ

と
。

５
　

入
札

参
加

資
格

の
確

認
に

関
す

る
事

項

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
（

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
様

式
。

な
お

、
契

約
担

当
者

の
承

認
を

得
て

、
紙

に
よ

る
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

ま
た

は
入

札

書
の

提
出

を
行

う
者

（
以

下
「

紙
入

札
者

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
、

入
札

説
明

書
別

紙
様

式
２

（

以
下

「
申

請
書

」
と

い
う

。
）

。
）

に
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

書
類

を
添

え
て

次
の

と
お

り
提

出
し

、

こ
の

入
札

に
係

る
業

務
に

関
す

る
福

井
県

の
事

前
審

査
を

受
け

、
入

札
参

加
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

お
、

期
限

ま
で

に
申

請
書

を
提

出
し

な
い

者
ま

た
は

確
認

を
受

け
ら

れ
な

か
っ

た

者
は

、
こ

の
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　
⑴

　
申

請
書

等
の

提
出

期
間

　
　

　
令

和
２

年
６

月
１

９
日

（
金

）
午

後
５

時
ま

で

　
⑵

　
申

請
書

等
の

提
出

方
法

　
　

ア
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
こ

の
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

者

　
　

　
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
送

信
す

る
。

　
　

　
 　

な
お

、
資

料
の

提
出

を
有

効
に

行
う

た
め

に
は

、
申

請
書

の
情

報
が

、
提

出
期

間
中

に
、

契
約

担
当

者
が

本
件

入
札

に
使

用
す

る
電

子
計

算
機

に
備

え
付

け
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

に
記

録
さ

れ
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
　

　
 　

申
請

書
の

提
出

に
使

用
す

る
Ｉ

Ｃ
カ

ー
ド

は
、

電
子

署
名

及
び

認
証

業
務

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

２
年

法
律

第
１

０
２

号
）

に
基

づ
き

主
務

大
臣

の
認

定
を

受
け

た
特

定
認

証
業

務
を

行
う

者

が
発

行
し

た
も

の
で

、
か

つ
福

井
県

物
品

等
競

争
入

札
参

加
資

格
者

名
簿

に
登

録
さ

れ
た

代
表

者

の
名

義
で

取
得

し
、

そ
の

Ｉ
Ｃ

カ
ー

ド
情

報
を

福
井

県
の

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
利

用
者

登
録

し

た
も

の
と

す
る

。

　
　

イ
　

紙
入

札
に

よ
り

こ
の

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
者

　
　

　
 　

提
出

期
限

ま
で

に
提

出
先

へ
持

参
ま

た
は

郵
送

す
る

こ
と

（
郵

送
す

る
場

合
は

簡
易

書
留

郵
便

と
す

る
。

）
。

　
　

　
（

提
出

先
）

　
　

　
〒

９
１

０
－

８
５

１
５

　
　

　
福

井
県

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

番
１

号

　
　

　
福

井
県

警
察

本
部

警
務

部
会

計
課

施
設

係

　
　

　
電

話
　

０
７

７
６

－
２

２
－

２
８

８
０

（
内

線
２

２
３

１
）

　
⑶

　
入

札
参

加
資

格
の

確
認

の
結

果
通

知
等

　
　

 　
入

札
参

加
資

格
の

確
認

の
結

果
は

、
申

請
書

を
提

出
し

た
者

に
対

し
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
通

知
す

る
。

た
だ

し
、

紙
に

よ
る

申
請

者
に

対
し

て
は

、
書

面
に

よ
り

通
知

す
る

。

６
　

入
札

書
の

提
出

方
法

、
提

出
期

間
お

よ
び

開
札

日
時

な
ら

び
に

開
札

場
所

　
⑴

　
入

札
書

の
提

出
方

法

　
　

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
を

使
用

し
て

送
信

す
る

。
（

紙
に

よ
り

提
出

す
る

場
合

を
除

く
。

）

　
⑵

　
入

札
書

の
提

出
期

間

　
　

 　
令

和
２

年
６

月
２

９
日

（
月

）
午

前
８

時
３

０
分

か
ら

令
和

２
年

６
月

３
０

日
（

火
）

午
後

４
時

ま
で

　
⑶

　
紙

お
よ

び
郵

送
に

よ
る

入
札

書
の

提
出

を
希

望
す

る
場

合
の

提
出

期
限

等

　
　

ア
　

提
出

期
限

　
　

　
　

令
和

２
年

６
月

３
０

日
（

金
）

午
後

４
時

ま
で

　
　

イ
　

提
出

方
法

　
　

　
 　

提
出

期
限

内
に

提
出

先
へ

持
参

ま
た

は
郵

送
す

る
こ

と
（

郵
送

す
る

場
合

は
簡

易
書

留
郵

便
と

す
る

。
）

。

　
　

　
　

（
提

出
先

）

　
　

　
　

〒
９

１
０

－
８

５
１

５

　
　

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

　
　

福
井

県
警

察
本

部
警

務
部

会
計

課
施

設
係

　
　

　
　

電
話

　
０

７
７

６
－

２
２

－
２

８
８

０
　

（
内

線
２

２
３

１
）

　
⑷

　
開

札
日

時

　
　

　
令

和
２

年
７

月
１

日
（

水
）

午
前

１
１

時

　
⑸

　
開

札
場

所

　
　

　
福

井
県

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

番
１

号

　
　

　
福

井
県

警
察

本
部

４
階

入
札

室

７
　

入
札

の
方

法

　
 　

落
札

者
の

決
定

に
あ

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
消

費
税

お
よ

び
地

方
消

費
税

に
相

当
す

る
金

額
を

加
算

し
た

金
額

（
加

算
後

の
金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
金

額
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端

数
金

額
を

切
り

捨
て

た
金

額
）

を
も

っ
て

落
札

金
額

と
す

る
の

で
、

入
札

参
加

者
は

、
消

費
税

お
よ

び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ
る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
見

積
も

っ
た

契
約

希

望
金

額
を

８
４

で
除

し
た

額
か

ら
消

費
税

お
よ

び
地

方
消

費
税

に
相

当
す

る
金

額
を

減
算

し
た

金
額

を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

８
　

落
札

者
の

決
定

に
関

す
る

事
項
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こ
の

入
札

に
係

る
調

達
物

品
の

予
定

価
格

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

９
　

そ
の

他

　
⑴

 　
こ

の
入

札
に

係
る

一
連

の
手

続
お

よ
び

契
約

に
関

す
る

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

お
よ

び
通

貨

　
　

　
日

本
語

お
よ

び
日

本
国

通
貨

と
す

る
。

　
⑵

　
入

札
保

証
金

お
よ

び
契

約
保

証
金

　
　

　
財

務
規

則
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑶

　
入

札
の

無
効

　
　

　
財

務
規

則
第

１
５

１
条

の
規

定
お

よ
び

入
札

説
明

書
等

に
示

し
た

入
札

に
関

す
る

事
項

に
よ

る
。

　
⑷

　
契

約
書

作
成

の
要

否

　
　

　
要

　
⑸

　
暴

力
団

員
等

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
場

合
の

措
置

　
　

ア
 　

受
注

者
は

、
福

井
県

暴
力

団
排

除
条

例
（

平
成

２
２

年
福

井
県

条
例

第
３

１
号

）
第

５
条

第
２

項
の

規
定

の
趣

旨
に

の
っ

と
り

、
暴

力
団

員
ま

た
は

暴
力

団
も

し
く

は
暴

力
団

員
と

密
接

な
関

係

を
有

す
る

者
に

よ
る

不
当

介
入

を
受

け
た

と
き

は
、

速
や

か
に

所
轄

の
警

察
署

に
届

出
を

行
う

と

と
も

に
、

捜
査

上
必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

　
　

イ
　

ア
に

よ
り

警
察

署
に

届
け

出
た

と
き

は
、

そ
の

旨
を

速
や

か
に

発
注

者
に

報
告

す
る

こ
と

。

　
　

　
 　

な
お

、
上

記
ア

の
届

出
を

怠
っ

た
と

き
は

、
物

品
購

入
等

の
契

約
に

係
る

指
名

停
止

措
置

要
領

の
規

定
に

基
づ

く
、

指
名

停
止

等
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
あ

る
の

で
注

意
す

る
こ

と
。

　
⑹

 　
こ

の
公

告
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
入

札
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
入

札
説

明
書

等
に

よ
る

。

　
⑺

　
入

札
参

加
資

格
申

請
の

審
査

を
申

請
す

る
時

期
と

場
所

　
　

ア
　

申
請

者
の

受
付

時
期

　
　

　
 　

福
井

県
の

休
日

を
定

め
る

条
例

（
平

成
元

年
福

井
県

条
例

第
２

号
）

第
１

条
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

日
を

除
き

、
随

時
申

請
を

受
け

付
け

る
。

　
　

イ
　

申
請

書
の

交
付

場
所

お
よ

び
提

出
場

所
な

ら
び

に
申

請
に

関
す

る
問

い
合

わ
せ

先

　
　

　
　

〒
９

１
０

－
８

５
８

０

　
　

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

　
　

福
井

県
会

計
局

会
計

課
総

務
第

三
グ

ル
ー

プ

　
　

　
　

電
話

　
０

７
７

６
－

２
０

－
０

２
５

３

１
０

　
S
u
m

m
ary

　
⑴

　
N

atu
re an

d
 q

u
an

tity
 of th

e p
rod

u
ct to b

e leased

　
　

 　
E

n
tran

ce/ex
it m

an
ag

em
en

t sy
stem

 an
d
 d

ev
ice to u

se in
 F

u
k
u
i p

refectu
ral p

olice 

h
ead

q
u
arters b

u
ild

in
g
. 1set.

　
⑵

　
D

ate, tim
e of b

id
d
in

g

　
　

　
11:00a.m

. Ju
ly

 1st, 2020

　
⑶

　
P
eriod

 of con
tract

　
　

　
F

rom
 O

ctob
er 1st, 2020 to S

ep
tem

b
er 30th

, 2027

　
⑷

　
C

on
tact p

oin
t for th

e n
otice

　
　

 　
P
olice ad

m
in

istration
 d

iv
ision

, F
u
k
u
i p

refectu
ral p

olice h
ead

q
u
arter, 3-17-1 O

h
te, 

F
u
k
u
i city

, F
u
k
u
i p

refectu
re, 910-8515 Jap

an
.

　
　

　
T

el 0776-22-2880(ex
ten

sion
 2231)

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
６
号

　
次

の
団

体
は

、
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

７
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

２
年

４
月

１
日

以
降

、
政

治
活

動
（

選
挙

運
動

を
含

む
。

）
の

た
め

に
寄

附
を

受
け

、
ま

た
は

支
出

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

団
体

と
な

っ
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

政
治

団
体

の
名

称
代

表
者

の
氏

名
会

計
責

任
者

の
氏

名
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

堺
啓

介
を

支
え

る
越

前
市

の
明

日

を
考

え
る

会
堺

　
啓

介
堺

　
啓

介
越

前
市

本
多

3-2-5

た
き

な
み

滋
後

援
会

瀧
波

　
滋

武
田

　
満

美
福

井
市

西
木

田
4-4-18

谷
橋

洋
平

後
援

会
谷

橋
　

光
秀

谷
橋

　
共

子
越

前
市

若
竹

町
8-15

前
田

ま
さ

み
後

援
会

前
田

　
政

美
前

田
　

由
岐

子
大

野
市

東
中

町
910

憂
國

憲
誠

塾
山

﨑
　

克
則

小
川

　
継

雄
福

井
市

松
本

3-27-1

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
７
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

設
立

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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（
そ

の
他

の
政

治
団

体
）

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
以

外
の

政
治

団
体

）

届
　

出

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
　

　
名

会
計

責
任

者
の

氏
　

　
　

　
名

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

令
和

2
年

3
月

2
3
日

渡
辺

ひ
で

あ
き

を
育

て
る

会
森

下
　

裕
蓮

本
　

直
樹

三
方

上
中

郡
若

狭
町

成
願

寺
１

０

－
２

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
８
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

届
出

事
項

の
異

動
に

係
る

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

異
　

動

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

異
 動

 事
 項

異
　

動
　

内
　

容

新
旧

平
成

3
1
年

4
月

2
6
日

近
藤

よ
し

き
後

援
会

川
村

　
謙

一
代

表
者

川
村

　
謙

一
山

口
　

敏
光

令
和

元
年

7
月

1
2
日

毛
利

純
雄

後
援

会
森

　
伸

雄
代

表
者

森
　

伸
雄

浅
井

　
正

治

令
和

元
年

9
月

1
日

東
村

新
一

後
援

会
広

部
　

正
紘

代
表

者
広

部
　

正
紘

江
川

　
正

典

令
和

元
年

1
0
月

1
日

「
と

も
み

組
」

青
年

隊
板

倉
　

雄
一

主
た

る
事

務

所
の

所
在

地

福
井

市
手

寄
１

－
９

－
２

０

福
井

市
大

手
３

－
７

－
１

繊
協

ビ
ル

６
０

５
号

令
和

2
年

3
月

1
4
日

の
せ

ゆ
た

か
後

援
会

山
崎

　
孝

晴
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

大
飯

郡
高

浜
町

三
明

１
－

２
９

－
１

８

大
飯

郡
高

浜
町

三
明

１
－

３
８

令
和

2
年

3
月

1
9
日

山
岸

猛
夫

後
援

会
安

川
　

与
治

雄
代

表
者

安
川

　
与

治
雄

砂
子

　
三

郎

令
和

2
年

3
月

2
5
日

黒
川

浩
一

後
援

会
黒

川
　

壽
一

主
た

る
事

務

所
の

所
在

地

福
井

市
開

発
１

－
１

５
０

６
－

１

福
井

市
高

木
中

央
２

－
３

９
１

１
－

１

代
表

者
黒

川
　

壽
一

野
坂

　
正

義

令
和

2
年

3
月

2
5
日

福
井

県
を

よ
く

す
る

会
ダ

ニ
エ

ル
　

益
資

名
称

福
井

県
を

よ
く

す
る

会
ダ

ニ
エ

ル
益

資
後

援
会

令
和

2
年

3
月

2
7
日

自
由

民
主

党
福

井
県

ち

ん
た

い
支

部
林

　
洋

三
会

計
責

任
者

瀬
先

　
友

恵
古

道
　

雅
士
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令
和

2
年

 

3
月

2
7
日

渡
辺

大
輔

後
援

会
宮

下
　

博
之

代
表

者
宮

下
　

博
之

奥
本

　
明

義

会
計

責
任

者
畠

　
恭

博
山

中
　

良
晃

令
和

2
年

 

3
月

2
8
日

稲
田

朋
美

酒
生

地
区

後

援
会

荒
川

　
逸

雄
会

計
責

任
者

早
見

　
恒

夫
吉

村
　

幸
男

令
和

2
年

 

3
月

2
8
日

た
き

な
み

宏
文

一
乗

・

東
郷

地
区

後
援

会
渡

邉
　

重
紀

会
計

責
任

者
吉

村
　

匡
弘

渡
邉

　
重

紀

令
和

2
年

 

3
月

3
0
日

稲
田

朋
美

六
条

地
区

後

援
会

中
山

　
真

治
会

計
責

任
者

寺
井

　
弘

和
島

﨑
　

俊
典

令
和

2
年

 

3
月

3
1
日

稲
田

朋
美

湊
地

区
後

援

会
前

川
　

百
合

子
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

福
井

市
花

月
３

－
１

１
－

２
４

福
井

市
照

手
３

－
６

－
 

１
４

代
表

者
前

川
　

百
合

子
江

川
　

正
典

会
計

責
任

者
土

田
　

惇
子

加
藤

　
武

敏

令
和

2
年

 

4
月

1
日

稲
田

朋
美

美
山

地
区

後

援
会

横
山

　
嘉

信
会

計
責

任
者

藤
岡

　
邦

雄
山

本
　

繁
幸

令
和

2
年

 

4
月

1
日

た
き

な
み

宏
文

国
見

地

区
後

援
会

水
上

　
日

出
美

主
た

る
事

務

所
の

所
在

地

福
井

市
小

丹
生

町
４

２
－

４
－

２
福

井
市

鮎
川

町
９

６
－

３

代
表

者
水

上
　

日
出

美
中

村
　

秀
夫

会
計

責
任

者
水

上
　

日
出

美
中

村
　

秀
夫

令
和

2
年

 

4
月

1
日

山
崎

正
昭

順
化

地
区

後

援
会

米
沢

　
新

主
た

る
事

務

所
の

所
在

地

福
井

市
順

化
２

－
１

７
－

１
６

福
井

市
中

央
１

－
１

０
－

２
２

代
表

者
米

沢
　

新
河

合
　

明

会
計

責
任

者
米

沢
　

和
子

米
沢

　
新

令
和

2
年

 

4
月

1
日

福
井

県
中

小
企

業
団

体

政
治

協
会

稲
山

　
幹

夫
会

計
責

任
者

芹
澤

　
利

幸
武

澤
　

治

令
和

2
年

 

4
月

1
日

細
川

か
を

り
如

月
会

児
玉

　
嘉

道
会

計
責

任
者

福
田

　
栄

喜
飯

田
　

信
次

郎

令
和

2
年

 

4
月

2
1
日

の
せ

ゆ
た

か
後

援
会

山
崎

　
孝

晴
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

大
飯

郡
高

浜
町

三
明

１
－

３
８

大
飯

郡
高

浜
町

三
明

１
－

２
９

－
１

８
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
９
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

政
治

団
体

の
解

散
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

解
散

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

令
和

元
年

6月
28日

稲
田

朋
美

東
安

居
地

区
後

援
会

為
田

　
茂

治

令
和

元
年

8月
31日

安
居

久
繁

後
援

会
小

山
　

輝
栄

令
和

元
年

12月
31日

佐
々

木
哲

夫
後

援
会

川
端

　
英

人

令
和

元
年

12月
31日

島
口

敏
榮

後
援

会
宇

野
　

主
税

令
和

2年
4月

8日
山

崎
正

昭
順

化
地

区
後

援
会

米
沢

　
新

令
和
二
年
五
月
十
九
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県


